
入札公告 

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ
り公告する。 

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共
通事項及び同細則による。 

 

令和６年２月２２日 

東広島市長 髙垣  

１ 入札に付する事項 

（１）物品・委託役務の名称 令和６年度自動車騒音常時監視及び環境騒音調査業務 

（２）物品・委託役務管理番号 13050126 

（３）物品委託役務内容 東広島市内における自動車騒音等の状況把握及び市内環境騒音測定、測定結果報
告書及び騒音マップ作成等を行うもの。 

（４）納入・履行期間 令和６年４月１日から令和７年３月１４日まで 

（５）納入・履行（就業）場所 東広島市内一円 

（６）予定価格 落札後公表 

（７）最低制限価格 なし 

（８）入札方式 一般競争入札 

（９）入札区分 紙入札 

（10）使用する契約約款 業務委託契約約款（成果物の製造） 

（11）契約種別 総価契約 

（12）収入印紙 要 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 令和 3 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31
日までの東広島市物品役務等競争入札
参加資格として次の入札参加資格認定
区分の認定を受けている者 

測定・検査＞環境測定(計量証明事業)<騒音・振動> 

イ 法令等による登録等 計量法（平成 4 年法律第 51 号）第 107 条の規定による広島県知事の計量証明
事業（音圧レベル）の登録を受けていること。 

ウ 技術者 問わないものとする。 

エ 営業所等所在地 
※本店とは、法人にあっては登記されている
本店とし、個人事業者にあっては営業活動の
本拠を置いている場所とする。 
※営業所とは、法人においてその所在する市
（町）の法人市（町）民税の申告のある営業
所とする。 

広島県内に本店を有する者。 

オ 会社の履行実績 問わないものとする。 

カ その他 令和元年 8 月 26 日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札
公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。 

３ その他の入札条件 

なし 

  

物品調達等及び委託役務 



４ 日程等 

手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項 

ア 公告日 令和６年２月２２日  東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。 
 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。 

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間 

令和６年２月２２日～ 

令和６年３月１４日 

 東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 
 見本等の有無 ： 無 

ウ 同等品確認期間
（物品の買入れ
及び借入れに限
る） 

 

 
 

 同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参又はファックスす
ること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 
 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。 

エ 同等品確認回答
閲覧期間 

 

 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

オ 質問書提出期間 令和６年２月２２日～ 

令和６年３月１日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得 
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注
担当課へ持参又はファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担
当課へ事前に電話連絡すること。 
 生活環境部 環境先進都市推進課（発注担当課） 
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館１階） 
 電話番号 082-420-0928  ／ファックス番号 082-421-5601 
 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 
 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。 

カ 回答書閲覧期間 令和６年３月６日～ 

令和６年３月１４日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

キ 入札期間 令和６年３月１２日～ 

令和６年３月１３日 

（午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分） 

入札場所  
 東広島市総務部契約課（契約担当課）  
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本

市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作
成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 
特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調

達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。 

ク 開札日時 令和６年３月１４日 

午後 1 時 30 分 

開札場所 
入札室（東広島市西条栄町８番２９号 本庁本館４階） 
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、

開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１
回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
ものとする。 
 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。 
 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 
 再度の入札は、２回目まで行う。 

 

５ 資格要件確認資料の提出 
本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。 

 

（１）提出書類 

書類の区分 
提出書類 

（○印） 
備考 

ア 入札参加資格確認申請書  

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。 

イ 入札参加資格要件総括表  

ウ 誓約書  

エ 配置予定技術者届出書  

オ 履行実績確認表  

カ 履行実績証明書（物品・委託役務）  

キ 法令等による登録等を確認するための資料   
ク その他   

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 
（３）提出期限   
（４）提出先 「６ 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。 
（５）その他 

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。 
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 

６ 問い合わせ先（契約担当課） 

総務部契約課 物品役務係 
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
電話番号 ０８２－４２０－０９３０ 
ファックス番号 ０８２－４３１－００７７



令和６年度自動車騒音常時監視及び環境騒音調査業務 仕様書 

 

Ⅰ 総則 

１ 業務名称 

  令和６年度自動車騒音常時監視及び環境騒音調査業務 

 

２ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月１４日まで 

 

３ 履行場所 

 東広島市内一円 

 

４ 目的 

東広島市内における自動車騒音等の状況把握及び市内環境騒音測定、測定結果報告書 

及び騒音マップ作成等を行うものである。 

 

５ 貸与資料等 

本業務の遂行に当たり、東広島市（以下「発注者」という。）は、受注者に対し、環境

省が作成した「面的評価支援システム（GISエンジンを含む。）」及び住宅地図が導入さ

れているノートパソコン並びに過年度に実施した自動車騒音の面的評価の結果のデータ

を貸与する。 

 

６ 業務の内容 

（１）自動車騒音常時監視業務 

（２）環境騒音調査業務 

 

７ 委託業務実施責任者等の選任 

（１）受注者は、契約締結後、本委託業務における委託業務実施責任者を選任し、発注者

に通知するものとする。 

（２）委託業務実施責任者は、計量法に基づく環境計量士（騒音）の登録を有する者を選

任するものとし、（１）の通知の際に当該計量士の区分に係る計量士登録証の写しを添

付するものとする。 

（３）委託業務実施責任者は、受注者と直接的な雇用関係を有する者とし、（１）の通知の

際に雇用関係を確認する書類（社員証、雇用証明書）の写しを添付するものとする。 

（４）委託業務実施責任者は、本委託業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関す

る一切の事務を処理するものとする。 

（５）Ⅱ－４「自動車騒音常時監視業務」において２４時間の監視業務に従事する環境計

量士３名（うち１名は委託業務実施責任者が兼ねることができる。）を選任し、当該監

視業務の開始日の前日までに発注者に通知するものとする。 

 

８ 計量証明事業所の場所 

広島県内の計量証明事業所で業務を行うこと。 

 

 



９ 提出書類 

受注者は、各業務の着手及び完了に当たって、発注者に次の書類を提出しなければな

らない。 

（１）業務着手届 

（２）業務実施計画書 

（３）業務完了届 

（４）その他発注者が必要とする書類 

 

１０ 打ち合わせ等 

（１）業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者は発注者と常に密接な連絡をとり、業

務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が全

て議事録に記録し、相互に確認しなければならない。 

（２）受注者は仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は速やかに発注者と

協議するものとする。 

 

１１ 関係官庁への手続き等 

（１）受注者は、業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官庁等への手続きに協力す

るものとする。 

（２）受注者は、業務に実施に当たっては、法令等を遵守し、遅滞なく必要な手続き等を

行い、速やかに手続きが完了したことがわかる書類の写しを発注者に提出すること。 

（３）受注者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合

は誠意を持って対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく発注者に届け出なけれ

ばならない。 

 

１２ 土地への立ち入り 

（１）受注者は、業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、発

注者と十分な協議を行い業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 

（２）受注者は、業務実施のため、植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作

物を一時使用するときは、あらかじめ発注者に報告するものとし、発注者の指示を待

って所有者の承諾を得るものとする。 

 

１３ 成果品の提出 

（１）受注者は、業務が完了したときは、仕様書に示す成果品を早急に提出し発注者の検

査を受けるものとする。 

（２）受注者は、仕様書に定めのある場合又は発注者の指示する場合には、履行期間途中

においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 

 

１４ 成果品の帰属 

本業務で得た全ての成果品については、発注者に帰属するものとし、発注者の許可

なく第三者に譲渡、貸与及び公表してはならない。 

 

１５ 検 査 

（１）受注者は、成果品を提出する際には、契約図書に義務づけられた資料の整備が全て

完了した後に発注者に提出しなければならない。 



（２）受注者は、発注者の立ち会いのもとに、以下の検査を受けるものとする。 

ア 成果品の検査 

イ 業務等管理状況の検査 

（３）検査の結果及び成果品納品後に不備及び誤りが発見された場合、受注者は速やかに

修補を行わなければならない。 

 

１６ 委託料の支払い 

本業務の委託料は、業務完了後一括払いとする。 

 

１７ 問い合わせ先（発注担当課） 

東広島市生活環境部 環境先進都市推進課 環境管理係 

電   話（０８２）４２０－０９２８ （直通） 

ファックス（０８２）４２１－５６０１ 

 



Ⅱ 自動車騒音常時監視及び環境騒音調査 

１ 目 的 

東広島市内における自動車騒音の状況を、騒音規制法第１８条第１項の規定に基づき

常時監視する。環境省水・大気環境局自動車環境対策課が配布する面的評価支援システ

ムを使用し、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成１２年５月１５日付け環大

二第５１号、環大企第１０１号 環境庁大気保全局長通知 以下「評価マニュアル」と

いう。）、「自動車騒音常時監視マニュアル」（平成２３年９月１４日）及び「騒音規制法

第１８条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」

（平成２３年９月１４日付け環管自発第１１０９１４００１号環境省水・大気環境局長

通知）に沿った評価対象路線の環境基準達成状況の把握及び面的評価を行い、東広島市

における自動車騒音状況の把握と、環境省への報告及び、市内環境騒音測定、測定結果

報告及び騒音マップ作成を行うものである。 

 

２ 準拠する法令等 

本業務は、本発注仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。 

（１）環境基本法（平成５年法律第９１号） 

（２）騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

（３）騒音に係る環境基準（平成１０年９月３０日環境庁告示第６４号） 

（４）「騒音規制法第１８条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理

基準について」（平成２３年９月１４日付け環水大自発第１１０９１４００１号） 

（５）騒音に係る環境基準の評価マニュアル（平成２７年１０月 環境省） 

（６）自動車騒音常時監視マニュアル（平成２７年１０月 環境省水・大気環境局自動車

環境対策課） 

（７）最新の騒音・振動調査実施要領（広島県） 

（８）最新の自動車騒音常時監視結果報告要領（環境省水・大気環境局） 

（９）その他関係法令等 

※業務発注時までに上記の関係法令等の改正等あった場合には、それに基づくものとする。 

 

３ 参照資料等 

  本業務では、下記の資料等を受注者が各自で入手し、参照すること。 

（１）平成２７年度センサスデータ 

（２）環境基準類型指定地域図（令和６年３月末時点） 

（３）都市計画用途地域図（令和６年３月末時点） 

（４）その他業務上認められる資料等 

 

 



４ 自動車騒音常時監視業務 

 

 

 

 



５ 環境騒音調査業務 

 【計画・準備】  ⇒ 【現地調査】  ⇒ 【調査表】  ⇒ 【電子データ】                

  ①資料調査     ①交通量/騒音    ①作成作業    ①入力作業 

            ②沿道/周辺     ②図面作成 

 

６ 初期設定 

（１）初期設定 

面的評価支援システムを使用する為の初期設定をする。 

   初期設定項目を以下に示す。 

  ア 都道府県・市区町村コード 

  イ 支援ソフトコンポーネント等 

   ・接続先設定 

・データ DB設定 

ウ GIS地図 

   ・接続先設定 

・地図設定 

エ 縮尺率 

オ 画面表示 

カ 基準年度 

キ 評価基準 

ク 評価対象道路 

ケ 都市計画用途地域 

コ 環境基準類型指定地域 

サ 道路に面する地域 

シ 距離帯 

ス 建物階数高さ 

セ 建物用途 

ソ 環境基準類型指定地域の残留騒音設定 

タ 背後地騒音推計式 

チ 騒音レベル等高線図 

ツ 評価区間状況 

テ 街区状況 

ト 建物状況 

 

７ 調査 

（１）道路調査 

発注者が策定した計画に基づき、表１に示す１３区間の道路について、評価区間を 

設定するために道路調査を行い道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件等を整理す 

る。 

調査に当たっては、確認のためビデオ撮影を行いながら、評価対象道路を踏査

し、住宅地図等に車線数、規制速度、対策状況、舗装面等の幅員の変動等を記載

して、状況が変更する度に道路横断面を記載する。 

 

 



 

表１ 評価対象区間 

番号 路 線 名 
H２７年ｾﾝｻｽ 

区間番号 
延長距離（km） 

騒音発生強度  

の把握 

１ 一般国道３７５号 １１７１０ １０.３ １ 

２ 一般国道３７５号 １１７２０ ３.７ ２ 

３ 一般国道３７５号 １１７３０ ３.７ １ 

４ 一般国道３７５号 １１７４０ ２.１ １ 

５ 一般国道３７５号 １１８７０ ０.９ １ 

６ 東広島本郷忠海線 ４１６３０ ４.２ １ 

７ 東広島本郷忠海線 ４１６４０ ５.５ １ 

８ 東広島本郷忠海線 ４１６７０ ０.５ ２ 

９ 馬木八本松線 ４１９６０ ４.３ ２ 

１０ 馬木八本松線 ４１９７０ ５.４ ２ 

１１ 馬木八本松線 ４１９８０ １.７ １ 

１２ 下三永吉川線 ６２０００ ２.３ １ 

１３ 下三永吉川線 ６２０１０ ４.１ ２ 

合     計 ４８.７ 
騒音発生強度１

の区間数：８区間 

 

備考 騒音発生強度の把握 

１：沿道騒音ﾚﾍﾞﾙの実測による方法 

２：他の評価区間における騒音測定結果を準用する方法 

３：自動車の交通量及び速度の実測結果により推計する方法 

４：交通量が僅少の事由により、環境基準以下と決定する方法 

 

 

（２）沿道調査 

表１に示す１３区間の建物情報について住宅地図より取得するが、不足情報は現地 

  にて補足調査を行う。 

（３）自動車騒音調査 

ア 騒音測定 

沿道騒音レベルの調査は、表１に示す騒音発生強度１の８区間について、騒音・

交通量等を測定する。測定地点の選定については、発注者と協議を行いながら

実施する。なお、２４時間の常時監視については環境計量士２名により交替で

業務に従事すること。 

（ア）道路近傍騒音レベル 

・当該道路の近傍に騒音計を設置して２４観測時間（LAeq、１０min）について測定

する。測定する項目は以下のとおりとする。 

＊昼間等価騒音レベル（LAeq、１６h） 

＊夜間等価騒音レベル（LAeq、８h） 



＊時間率騒音レベル（LA５/LA１０/LA５０/LA９０/LA９５） 

＊最大値（LAmax） 

（イ）背後地騒音レベル 

・評価区間の当該道路の背後地（３０～５０m地点）に騒音計を設置して、昼間・ 

夜間の基準時間帯において、各２観測時間で実測時間１０分間以上（LAeq、１０min） 

について測定する。測定する項目は以下のとおりとする。 

＊昼間等価騒音レベル（LAeq） 

＊夜間等価騒音レベル（LAeq） 

＊時間率騒音レベル（LA５/LA１０/LA５０/LA９０/LA９５） 

＊最大値（LAmax） 

イ 交通量・平均走行速度測定 

（ア）交通量測定 

・騒音測定と同一地点（道路近傍）において、騒音調査と同期して昼間・夜間の 

観測時間帯のうち各２回（実測時間１０分以上）測定する。測定する項目は以下 

のとおりとする。 

＊昼間交通量 （上下別・車種別（大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車）） 

＊夜間交通量 （上下別・車種別（大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車）） 

  （イ）平均走行速度測定 

・騒音測定と同一地点（道路近傍）において、騒音調査と同期して昼間・夜間の 

観測時間帯のうち各２回について上下別に１０台程度の通過時間を計測する。 

＊昼間平均走行速度 （上下別・車種別（大型車、小型車）） 

＊夜間平均走行速度 （上下別・車種別（大型車、小型車）） 

 

（４）環境騒音調査 

ア 調査方法 

       県の定める環境騒音調査実施要領により実施する。 

イ 調査地点の選定 

       環境騒音測定地点は、東広島市内における１１５地点（別表１）で実施する。 

    また、騒音計の設置場所については、発注者の確認と協議を行った上で調査の実

施を行う。 

  ウ 測定方法 

（ア）測定時間   

     １）積分形普通騒音計を用いる場合：１０分間 

     ２）普通騒音計を用いる場合、レベル処理器のサンプル周期を最も短くする。 

      （例）SV-７３：１秒間隔で５００個のデータ（８分２０秒）の設定で連続２   

               回測定。 

          SV-７６：０.１秒間隔で６,０００個のデータ（１０分）の設定で１回

測定。 

（イ）騒音レベル：積分形騒音計又はレベル処理器の表示する値 

（ウ）マイクロフォン：原則高さ１.２ｍ、防風スクリーン使用、真上に向けて設置す 

           ること。 

（エ）建物、塀からの距離：３.５ｍ以上（やむを得ない場合は１～２ｍ） 

（オ）聴感補正回路：Ａ特性 

（カ）指示計器の動特性：FAST 



（キ）レベルレコーダーの紙送り速度：１ｍｍ/秒 

  エ 測定項目 

（ア）騒音レベル：ＬAeq及びＬA５、ＬA１０、ＬA５０、ＬA９０、ＬA９５、ＬAmax（表示値） 

（イ）測定地点の状況:土地利用状況、道路特性、支配的音源等 

（ウ）交通量：道路端調査の場合、同時に交通量を測定する。 

     （上下線の合計、大型・その他の２車種区分） 

  オ 測定回数 

    昼間の時間帯における１回の測定とする。 

 

８ 要素設定  

（１）過年度データの活用 

「騒音規制法第１８条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処

理基準について」（平成１７年６月２９日付け環管自発第０５０６２９００２号環境省

水・大気環境局長通知）及び最新の自動車騒音常時監視結果報告要領（環境省水・大

気環境局）で示されているように、過年度に東広島市が評価を実施した評価区間にお

いて、当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当と認めら

れた区間については併せて報告する。また、妥当と認められなかった区間については、

評価区間の「評価の実施年度」を当該年度に変更して併せて報告するために、過年度

に報告した区間のデータを年次移行して活用し、平成２７年度道路交通センサスへの

移行を行う。 

当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当か否かについ

ては発注者と協議の上決定する。過年度データを活用する手順は「面的評価支援シス

テム操作マニュアル（別冊）過年度データの活用方法編」、「面的評価支援システム操

作マニュアル（別冊）都道府県データの分割活用方法編」を参照すること。なお、過

年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した区間の

交差する街区についても合成処理を行う必要があり、評価結果が異なるため、「評価の

実施年度」を変更し該当年度として報告する。東広島市が過年度に評価を実施した評

価の距離数を表２に示す。 

表２ 対象区間 

過年度評価距離 

２３９.３ｋｍ 

 

（２）道路設定 

ア 道路平面線形要素の設定 

評価対象となる道路平面線形オブジェクトを作成する。 

オブジェクトに対し８種類までの道路の属性情報（道路種別、道路名称（路線名）、

変更履歴等）を入力する。 

イ 標準断面の設定 

道路横断面を作成し、情報を入力する。 

作成した横断面に道路種別・道路種級・道路構造等の道路情報を入力する。 

ウ 道路交通センサス区間の設定 

令和６年度は、平成２７年度道路交通センサス情報により、道路平面線形オブジ 

   ェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス線形オブジェクトを   

   作成し、情報を更新して入力作業を行う。 



 

（３）沿道設定 

ア 市区町村エリアの設定 

市区町村エリアオブジェクトを作成し、市区町村エリア情報を入力する。 

イ 都市計画用途地域の設定 

都市計画用途地域オブジェクトを作成する。 

ウ 環境基準類型指定地域の設定 

都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。 

エ 評価区間の設定 

７．（１）道路調査で記載した道路横断面より、監視の対象となる道路について、 

自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定と見なせる区間に分割して評価区間を設 

定する。 

道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区

間線形オブジェクトを作成し、評価区間情報（評価区間番号・道路種別・道路名称

（路線名）・センサス番号・上下コード（上り・下り・その他））を入力する。 

道路横断面を作成し、情報を入力する。 

  オ 道路端の設定 

    道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 

  カ 道路に面する地域の設定 

    評価区間区切りを基に道路に面する地域オブジェクト（評価用・表示用）を作成

し、評価区間情報と関連付ける。 

  キ 距離帯の設定 

    距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 

  ク 近接空間の設定    

    近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 

  ケ 街区の設定 

    街区密度を確認しながら街区のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付け

る。 

道路横断面を作成し、情報を入力する。 

過年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した 

区間の交差する街区についても合成処理を行う必要があるため交差点街区を再作成 

する。 

  コ 建物の設定 

    建物オブジェクトを作成し、建物情報（番号・建物用途・構造）を入力する。 

    建物属性（建物面積・戸数・階数・建物位置での距離帯・環境基準類型指定地域

等）を把握し、建物群減衰量補正（見通し角）を計算、窓面位置の設定をする。 

  サ 立地密度 

    評価区間・街区の立地密度を計算する。 

  シ 印刷用メッシュ作成 

    地図印刷用のメッシュ（スケール１/１５００、５０００、１２５００、２５００

０、５００００、５０００００)を作成する。 

   

（４）自動車騒音設定 

   沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間及び過年度に評価実施



した評価区間の騒音測定地点・データを設定する。 

ア 騒音測定地点の設定 

    騒音測定地点を設定し、属性情報（年度・騒音測定箇所番号・定点／準定点／例

外的実測）を入力する。 

道路横断面を作成し、情報を入力する。 

  イ 騒音測定データの設定 

騒音測定地点の測定データを入力する。 

 

９ 騒音推計 

（１）騒音推計前 

ア 騒音基準位置の設定 

評価区間毎の上下別に騒音レベルの基準点位置（道路敷地境界）及び、騒音測定

データの選択、基準点高さを設定する。 

イ 騒音レベルの推定 

評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルを車線数、交通量、大型車混入率、指定

最高速度等の情報及び道路横断面情報より、”ASJ RTN-Model ２００８”日本音響学

会道路交通騒音予測モデル（以下「ASJモデル」という。）にて推計する。 

ウ 騒音レベルの確定 

評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルの確定値を設定する。実測値がある場合、

原則、その値を確定値として設定するが、道路敷地境界以外の地点で測定している

場合には、道路敷地境界までの距離減衰量を計算して補正するものとする。 

実測値がない場合は、原則、他の区間の実測値を適切に選定・補正し、確定値と

して設定する。 

エ 残留騒音レベルの設定 

残留騒音レベルは、沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間

及び他の評価区間における沿道騒音レベルを準用可能な区間の道路について、背後

地騒音結果における LA９５を残留騒音レベルとする。なお、騒音発生強度の把握の方

法で４（自動車の交通量が非常に少なく、評価区間で評価の対象となる全ての住居

等について、環境基準の基準値を超過しないことが明らかな区間）と設定した区間

については設定しないものとする。 

オ 表示用レイヤ作成 

評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ（道路近傍騒音レベル、残留騒音レ

ベル、騒音観測・非観測区間区分）を作成する。 

 

（２）騒音推計 

  ア データチェック 

    オブジェクト・関係データ・帳票データの関連付けをチェック処理する。 

イ 沿道情報 

  入力した沿道情報（評価区間・街区・都市計画用途地域等）を画面上で確認する。 

ウ データ照査・諸元 

  入力したデータ（密度・発生源騒音強度分布・残留騒音分布）を画面上で確認す

る。 

エ 推計 

ASJモデルにより背後地建物を騒音推計する。 



（ア）建物ごとの距離帯別騒音レベル推定 

評価区間の道路近傍騒音レベルから、ASJモデルに基づいた基準点位置からの 

相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化すること 

により、建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。 

騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ 

均一に分布しているものと見なし、建物密度が密の場合には０、１５、２５、３ 

５、４５ｍとし、疎の場合には５、１５、２５、３５、４５ｍとする。 

なお、独立（戸建て）住宅が複数の距離帯に属する場合は、道路に近い距離帯 

で代表させるものとし、また、集合住宅が３か所以上の複数の距離帯に属する場 

合は、各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。 

（イ）建物・近接／非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計 

評価区間毎に、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離 

帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間又は非近接空間の 

各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を面的評価支援システムにより集計し、

帳票に整理する。 

また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間 

ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物 

のユニーク化を行って、帳票に整理する。 

なお、２つの評価区間に属する建物のうち、近接空間と非近接空間の両方に属 

する場合には、近接空間に属するものとする。さらに、大規模な集合住宅につい 

ては、建物を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間又は非近接空間を設定し 

て、各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計する。 

（ウ）環境基準超過住居戸数及び割合の算出 

「建物・近接／非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計」の結果： 

「騒音レベル別住居等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び 

割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。なお、環境基準超戸 

数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、 

「屋内に透過する騒音に係る環境基準」をすでに満足しているものと見なし、環 

境基準超過戸数から除く。 

オ 常時監視フォーマット作成 

最新の自動車騒音常時監視結果報告要領（環境省水・大気環境局）に基づき、報 

告書を作成する。 

カ 一括表示用レイヤ作成 

推計結果より、一括表示させるレイヤ（騒音暴露状況・環境基準達成状況・騒音 

レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等）を作成する。 

 

１０ 報告書作成 

（１）業務報告書 

  ア 自動車騒音常時監視業務 

  （ア）報告書 

道路調査結果、常時監視結果、評価マップ、測定結果、現地写真等を取りまと 

めた常時監視報告書を作成する。 

  （イ）自動車騒音常時監視マップ 

     各評価区間の評価結果を全市の地図上に示す。示す色は、環境基準達成率によ 



って色分けをする。当該年度の実測により評価した区間は太線とし、過年度測定 

により評価した区間は細線で示す。 

  イ 環境騒音調査業務 

  （ア）報告書 

環境基準適合状況について、前年度結果との比較を含む報告書を作成する。 

  （イ）環境騒音測定マップ 

     当該年度の各測定地点を全市の地図上に示す。示す色は測定データの数値によ 

って色分けし、それをプロットしたものを作成する。騒音レベルと環境基準適合 

状況を示す２種類について EXCELデータ、PDFデータに取りまとめて作成する。 

なお、プロットした画像データも提出すること。 

（２）国提出報告書 

  ア 自動車騒音常時監視結果報告（常時監視フォーマット） 

    最新の自動車騒音常時監視結果報告要領（環境省水・大気環境局）に基づき、文

書及び電子データ（EXCEL・PDF）報告ファイルを作成する。 

自動車騒音常時監視結果報告に当たって、騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰 

横断図等を参考にして、沿道建物の騒音暴露状況が妥当であるか検証後に報告する。 

イ 詳細図 

最新の自動車騒音常時監視結果報告要領（環境省水・大気環境局）に基づき、騒 

音測定地点ごとに、平面図・横断図を同一図面に記すこと。 

ウ GISデータ（環境 GISフォーマット） 

最新の自動車騒音常時監視結果報告要領（環境省水・大気環境局）に基づき、GIS 

データを作成する。 

GISデータの報告に当たって、評価区間 Polygon（REGION）の出力形式が”出 

力コード：なし”のデータについては、「面的評価支援システム操作マニュアル（本 

編）」を参照し、GISデータの読込・確認による検証後に報告する。 

なお、結果報告様式が変更された場合は、最新の様式により報告書等を作成する。 

エ 令和７年度～令和１１年度 実施計画（案） 

東広島市が策定した面的評価計画において、近年の道路情勢を把握し、面的評価 

計画の見直しを行い、発注者と協議の上令和５年度評価結果を踏まえ最新の様式 

による、令和７年度から令和１１年度までの実施計画（案）を作成する。なお、評 

価区間番号等については平成２７年道路交通センサスデータに準ずること。 

（３）広島県提出報告書 

   最新の騒音・振動調査実施要領に従い、本業務の測定結果について EXCELデータ 

及び PDFデータに取りまとめ（様式１～２）、提出すること。 

 

１１ 面的評価支援システムの環境設定 

（１）環境設定 

ノートパソコンに導入してある GISエンジン（「面的評価支援システム（環境省）版」

（ActiveMap for.NET for Windows ７）・地図データ及び本業務にて調査したデータを、

面的評価支援システム上に登録し、システムが稼働できるように設定する。 

面的評価支援システムが変更された場合は、最新のバージョンより設定すること。 

（２）パソコンの環境設定 

受注者は、データの入力及び評価を行うために、市が提供するパソコンの下記稼働

環境設定について補助すること。 



①パソコン CPU：Intel Core ２ Duo  ３GHz以上   

１５.６ワイド TFT HD液晶ディスプレイ以上 

メモリ：２GB及びハードディスク装置：２５０GB以上 

CD-ROM又は DVD-ROM装置：DVDスーパーマルチドライブ 

②OS Microsoft Windows ７ Professional Edition（マイクロソフト社） 

③地図データ 
住宅地図（Zmap-TOWN Ⅱ）（株式会社ゼンリン） 

数値地図２５０００（空間データ基盤)（国土地理院） 

④GISエンジン ActiveMap for.NET for Windows ７（株式会社カーネル） 

 

１２ その他 

本業務に必要な資料を収集し、帳票に整理すること。 

受注者は、評価マニュアル・常時監視マニュアル及び自動車騒音常時監視結果報告 

要領（環境省水・大気環境局自動車環境対策課）の改訂があった場合又は、環境騒 

音調査に伴う要領の改訂があった場合には、改訂後の評価マニュアル及び同要領に基 

づいて報告するものとする。 

また、面的評価支援システムがバージョンアップされた場合には、最新版を使用し 

て本業務を実施するものとする。 

 

１３ 成果品 

本業務の成果品は次のとおりとする。なお、Ａ４紙については、簡易製本し提出す 

ること。 

名称 形式・部数 備考 

１ 業務報告書   

（１）自動車騒音常時監視業務   

ア 報告書 Ａ４紙 ２部  

イ 自動車騒音常時監視マップ 
Ａ４紙 ２部 

及び CD-ROM １枚 
 

（２）環境騒音調査調査業務   

ア 報告書 Ａ４紙 ２部  

イ 環境騒音測定マップ 

（Excel・PDF・画像データ） 

Ａ４紙 ２部 

及び CD-ROM １枚 
 

２ 国提出報告書   

（１）自動車騒音常時監視結果報告 

（EXCEL・PDFデータ） 
Ａ４紙 ２部 

及び CD-ROM １枚 最新の自動車騒音常時監視

結果報告要領（環境省水・大

気環境局）の様式に準じる。 

（２）詳細図 

（３）GISデータ CD-ROM １枚 

（４）令和７年度～令和１１年度 

実施計画（案） 

Ａ４紙 ２部 

及び CD-ROM １枚 

３ 広島県提出報告書 

（EXCEL・PDFデータ） 

Ａ４紙 ２部 

及び CD-ROM １枚 

最新の騒音・振動調査実施要

領（広島県）の様式に準じる。 



別紙 面的評価支援システムの基本機能 

面的評価支援システムの機能一覧を以下に示す。 

 



別表１
地点番号 測定点（町名） 測定点住所 備考
マップ1 豊栄町 豊栄町吉原2118-3（消防倉庫前） 県道28号　吉舎豊栄線
マップ2 豊栄町 豊栄町飯田816 国道375号
マップ3 豊栄町 豊栄町清武1094 県道28号　吉舎豊栄線
マップ4 豊栄町 豊栄町別府41-3 県道29号　吉田豊栄線
マップ5 豊栄町 豊栄町鍛冶屋437-7(公文豊栄教室前) 国道375号
マップ6 豊栄町 豊栄町乃美2817-1（㈱ヨコイエ工業付近） 市道鍛冶屋線
マップ7 豊栄町 豊栄町安宿4025-1（㈱堀内造園付近） 国道486号
マップ8 豊栄町 豊栄町能良390-5（ケアハウス豊邑付近） 県道60号　大和福富線
マップ9 福富町 福富町久芳2475(ヘアーサロンタケモリ付近) 国道375号
マップ10 福富町 福富町久芳1539-24（つつじ公園内）
マップ11 福富町 福富町久芳3860-1（カーショップハナダ付近） 国道375号
マップ12 福富町 福富町久芳4402-1（福富パークゴルフ場付近） 県道340号　下竹仁久芳線
マップ13 福富町 福富町竹仁168-3 県道33号　瀬野川福富本郷線
マップ14 福富町 福富町下竹仁470-1（しゃくなげ館付近） 県道33号　瀬野川福富本郷線
マップ15 福富町 福富町下竹仁937-2(下永造園付近) 県道33号　瀬野川福富本郷線
マップ16 福富町 福富町上戸野2502-3 国道375号
マップ17 河内町 河内町戸野719-1（戸野郵便局横） 県道33号　瀬野川福富本郷線
マップ18 河内町 河内町河戸2080-1（河戸消防倉庫付近） 県道33号　瀬野川福富本郷線
マップ19 河内町 河内町上河内847-1（上河内西組バス停付近） 県道33号　瀬野川福富本郷線
マップ20 河内町 河内町上河内280-1 県道33号　瀬野川福富本郷線
マップ21 河内町 河内町中河内1202-2（東広島市河内支所付近） 国道432号
マップ22 河内町 河内町入野2056-1（入野タクシー前） 国道432号
マップ23 河内町 河内町入野2730（門集会所前） 県道59号　東広島本郷忠海線
マップ24 河内町 河内町入野4430（RUNTEC付近） 国道432号
マップ25 黒瀬町 黒瀬町大多田1131-2（大池付近） 県道338号　吉川大多田線
マップ26 黒瀬町 黒瀬町南方849-8（ショージ黒瀬店付近） 国道375号
マップ27 黒瀬町 黒瀬町乃美尾352-10（オートガレージ轟付近） 国道375号
マップ28 黒瀬町 黒瀬町楢原934-6（ホームプラザナフコ黒瀬店付近） 県道34号　矢野安浦線
マップ29 黒瀬町 黒瀬町丸山1367（清水医院付近） 国道375号
マップ30 黒瀬町 黒瀬町宗近柳国735-102（黒瀬グリーンハイツ付近） 県道334号　小多田安浦線
マップ32 黒瀬町 黒瀬町菅田866 県道34号　矢野安浦線
マップ33 安芸津町 安芸津町三津4682（三津小学校付近） 国道185号（安芸津バイパス）
マップ34 安芸津町 安芸津町三津4274-2（祇園町児童公園内）
マップ35 安芸津町 安芸津町三津4953-1（大谷酸素㈱付近） 県道32号　安芸津下三永線
マップ36 安芸津町 安芸津町三津4401-8（安芸津生涯学習センターホール・安芸津図書館前） 県道32号　安芸津下三永線
マップ37 安芸津町 安芸津町三津4090-3(山中鮮魚付近） 国道185号
マップ38 安芸津町 安芸津町木谷350-18（木谷ハイツ付近） 国道185号
マップ39 安芸津町 安芸津町風早757-2（笑いの散歩道付近） 県道353号　内海三津線
マップ40 安芸津町 安芸津町小松原391-1（小松原バス停付近） 国道185号
マップ41 黒瀬町 黒瀬町楢原北二丁目15-1（第二鷹原自治会館横）
マップ42 黒瀬町 黒瀬町大多田2066-1 県道338号　吉川大多田線
マップ43 黒瀬町 黒瀬町桜が丘一丁目7-8（チェリータウン黒瀬公園内）
マップ44 河内町 河内町入野中山台三丁目1-23（中山公園内）
マップ45 福富町 福富町久芳 国道375号（福富バイパス）
マップ46 河内町 河内町小田 県道348号　小田白市線



別表１
地点番号 測定点（町名） 測定点住所 備考
代表1 高屋町 高屋町中島801-142（中島団地内空き地）
代表2 高屋町 高屋高美が丘四丁目20（どんぐり公園内）
代表3 高屋町 高屋町杵原1398-5（杵原下バス停付近） 県道194号　西高屋停車場線
代表4 高屋町 高屋町杵原1349-2（杵原下コミュニティスポーツ広場内） 県道194号　西高屋停車場線
代表5 高屋町 高屋町稲木307（杵原交差点付近） 国道375号
代表6 高屋町 高屋町稲木307（杵原交差点付近） 国道375号
代表7 高屋町 高屋町高屋東1901（高屋東ニュータウンA住区内公園）
代表8 高屋町 高屋町小谷3300（ゆかわ歯科クリニック付近） 県道59号　東広島本郷忠海線
代表9 高屋町 高屋町小谷3300（ゆかわ歯科クリニック付近） 県道59号　東広島本郷忠海線
代表10 高屋町 高屋町小谷1406-671（小谷ニュータウンおおぞら台４号公園内）

代表11 志和町 志和町別府1010-17（円満ハイツ公園内）
代表12 志和町 志和町七条椛坂575-25（東広島地建ハイツ内空き地）
代表13 志和町 志和町志和東4661-12（三宅商店前） 県道46号　東広島白木線
代表14 志和町 志和町志和東4661-12（三宅商店付近） 県道46号　東広島白木線
代表15 志和町 志和町志和西1458（長松寺駐車場前） 県道33号　瀬野川福富本郷線
代表16 志和町 志和町志和西1458（長松寺駐車場内） 県道33号　瀬野川福富本郷線
代表17 西条町 西条中央六丁目13-10（西条中央見晴らし公園内）
代表18 西条町 西条御条町6-4（御条橋付近） 国道486号
代表19 西条町 西条御条町6-4（御条橋付近） 国道486号
代表20 西条町 西条町御薗宇309-1（氏神社付近） 市道西条駅大学線
代表21 西条町 西条町御薗宇309-1（氏神社付近） 市道西条駅大学線
代表22 西条町 西条下見五丁目4-40（下見福祉会館）
代表23 西条町 西条西本町11-31（西条東保育所前）
代表24 西条町 西条本町11-28（JR西条駅前ﾛｰﾀﾘｰ内）
代表25 西条町 西条町吉行181-18（鴨ヶ池団地内路地）
代表26 西条町 西条町吉行863（吉行交差点付近） 国道375号
代表27 西条町 西条町吉行863（吉行交差点付近） 国道375号
代表28 西条町 西条町土与丸169-295（希望ヶ丘自治会集会所前）
代表29 西条町 西条町御薗宇6987（円城寺公園内）
代表30 西条町 西条町御薗宇6485-1（酒庫住田家付近） 国道375号
代表31 西条町 西条町御薗宇6479-9（酒庫住田家付近） 国道375号
代表32 西条町 鏡山三丁目12-26（広島テクノプラザ付近） 国道375号
代表33 西条町 鏡山三丁目12-26（広島テクノプラザ付近） 国道375号
代表34 西条町 西条町郷曽369-113（郷曽団地内公園）
代表35 西条町 西条町御薗宇725-18（早稲木地蔵堂前バス停付近） 国道2号（西条バイパス）
代表36 西条町 西条町御薗宇725-20（早稲木地蔵堂前バス停付近） 国道2号（西条バイパス）
代表37 西条町 三永一丁目5-23（東広島駅前駐車場付近） 県道32号　安芸津下三永線
代表38 西条町 西大沢一丁目26-6（テクノタウン東広島誠和ハイツ内公園）
代表39 西条町 西条町馬木396-4 県道67号　馬木八本松線
代表40 西条町 西条町馬木396-4 県道67号　馬木八本松線
代表41 八本松町 八本松町吉川239（清水原バス停付近） 県道335号　津江八本松線
代表42 八本松町 八本松町吉川239（清水原バス停付近） 県道335号　津江八本松線
代表43 八本松町 八本松町原9243-2（㈱ヰセキ中国八本松(営)付近） 県道67号　馬木八本松線
代表44 八本松町 八本松町原9243-2（雷八幡神社参道） 県道67号　馬木八本松線
代表45 八本松町 八本松町正力358-15（八本松グリーンタウン内集会所横）
代表46 八本松町 八本松南五丁目5-14（八本松郵便局前） 市道八本松寺家線
代表47 八本松町 八本松西三丁目14-13（松風ハイツ内第1号公園）
代表48 八本松町 八本松東七丁目4-19（八本松町上組交差点付近） 国道486号
代表49 八本松町 八本松東七丁目5-6（八本松町上組交差点付近） 国道486号
代表50 八本松町 八本松飯田一丁目6-9（㈱安芸フォークリフト前） 県道80号　東広島向原線
代表51 西条町 西条町寺家6084-1 県道329号　飯田吉行線
代表52 西条町 西条町寺家4634 市道吉行飯田線
代表53 八本松町 八本松東三丁目31-26（マイクリニック駐車場付近） 市道前谷磯松線
代表54 西条町 西条町森近1091 国道375号（東広島呉道路）
代表55 八本松町 八本松西四丁目6-6（八本松西四丁目公園）
代表56 高屋町 高屋町郷1253-5（巴集会所）
代表57 志和町 志和町七条椛坂1440
代表58 高屋町 高屋高美が丘三丁目10（かかし公園）
代表59 西条町 西条町助実（広島中央エコパーク西側流入道） 市道土与丸上三永線
代表60 西条町 西条町助実（ゆめタウン新築工事前） 市道西条中央巡回線
代表61 西条町 西条町助実（恵下山公園）
代表62 西条町 西条町上三永（広島中央エコパーク国道2号線側流出入） 市道土与丸上三永線
代表63 八本松町 八本松南二丁目（大曽場公園）
代表64 西条町 西条中央八丁目（西条第一土地区画整理事業7号街区公園）

代表65 西条町 鏡山二丁目・西条町御薗宇（鏡山公園）
代表66 西条町 西条中央一丁目（江熊公園）
代表67 西条町 西条中央三丁目（区画整理事業3号児童公園）
代表68 八本松町 八本松町原（七ツ池公園）
代表69 志和町 志和町奥屋 県道33号　瀬野川福富本郷線
代表70 志和町 志和町志和堀 県道33号　瀬野川福富本郷線


